
 

 

令 和 ２ 年 度 
 

会津若松地方広域市町村圏整備組合 

消 防 職 員  採 用 候 補 者 試 験 

 

受 験 案 内 
 

 

 

会 津 若 松 地 方 広 域 市 町 村 圏 整 備 組 合 

消 防 本 部  総 務 課 

 

〒９６５-０１３１  

会津若松市北会津町中荒井字諏訪前１１ 

ＴＥＬ ０２４２（５９）１４００ 

 

 

 

 

１ 受付期間  令和２年７月１５日（水） ～ 令和２年８月１４日（金） 

 

受付事務は、８時３０分から１７時１５分まで行います。 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。 

郵送による申し込みは、令和２年８月１２日（水）の消印のあるものまで受 

付けます。 

 

２ 採用職種及び採用予定人員 

試 験 職 種  採用予定人員      職  務  内  容 

消 防 職 員 ３名程度 

消防署等において、警防、予防、 

救急等の業務に従事します。 

 男女とも原則として深夜業務を

含む交替制勤務となります。 

（６ケ月間の消防学校研修後、各所

属に配属されます。） 

 



３ 受験資格 

（１）資格 

  ア 高等学校卒業程度の学力を有する方で、平成５年４月２日から平成１５年４月

１日までに生まれた者（学歴は問わない） 

  イ 身体の基準は、身体強健な者とする。   

（２）欠格事項 

ア 日本国籍を有しない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

ウ 会津若松地方広域市町村圏整備組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処

分の日から２年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した

者 

４ 試験の方法及び内容 

※  各試験において総合得点の順位にかかわらず、一定程度の成績に達しない場合

は不合格となる場合があります。 

○ 第１次試験 

試験種目 内          容 

教 養 試 験 
消防職員として必要な一般教養についての、択一式による 

筆記試験 

体 力 試 験 

消防職員として職務遂行上必要な基礎体力の試験 

実施科目（ 立幅跳び・時間往復走・上体起こし・腕立て伏

せ・持久走 ）以上５種目 

○ 第２次試験（第１次試験合格者について実施） 

試験種目 内          容 

口 述 試 験 
個別面接により、専門的知識を含め、人物を総合的に評価 

する試験 

作 文 試 験 課題に対する知識や見解等の表現能力についての記述試験 

○ 適性検査（第１次試験合格者について実施） 

適性能力検査 消防職員として職務遂行上必要な素質及び適性についての

検査 作業能率検査 

身 体 検 査 
消防職員として職務遂行上必要な健康度の検査（色覚検査含

む） 

○ 資格調査   

第１次試験合格者について、受験資格の有無、申込書記載事項について確認を

行います。 

受験資格がない場合、申込書記載事項が正しくないことが明らかになった場合

は、受験又は合格を取り消すことがあります。 

 

 



５ 試験期日、試験会場 

区  分 期 日 ・ 時 間 試 験 会 場 

第１次試験 

令和 2年 9月 20 日（日） 

受  付  9：00～ 9：40 

教養試験 10：00～12：00 

体力試験 13：30～16：00 

会 津 大 学 

（会津若松市 

一箕町大字鶴賀字上居合９０） 

第２次試験 第１次試験合格者に通知します。 

※  新型コロナウイルス感染症の影響により、採用試験の日程、会場等が変更される場合があ

ります。その場合は、消防本部ホームページで周知するとともに、申込者のメールアドレス

にメールにて通知いたしますので定期的にご確認ください。 

６ 受験手続 

（１）受験申込の方法 

  ア 試験申込書及び受験票 

必要事項を自筆で正確に記入し、申込前３ヶ月以内に撮影した本人の写真（上

半身、無帽、正面向、縦４ｃｍ・横３ｃｍ）を申込書及び受験票に貼ってくだ

さい。（同一のもの。）写真が貼られていない場合は受験できませんので注意し

てください。 

イ 受験票送付用の封筒 

 ８４円切手を貼った宛先明記の長３封筒（サイズ２３．５ｃｍ×１２ｃｍ） 

ウ 提出先 

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部総務課 

  エ 郵便により受験申込をすることもできます。 

封筒の表に「採用試験申込」と朱書きして、上記ア及びイを同封し、会津   

若松地方広域市町村圏整備組合消防本部総務課宛に送付してください。 

（２）受験票の送付 

  第 1 次試験日の概ね１４日前に郵送します。 

※ 試験日の５日前までに受験票が届かない場合には、会津若松地方広域市町村圏

整備組合消防本部総務課へ必ず問い合わせてください。 

７ 合格発表及び試験結果の通知 

第１次試験及び第２次試験の合格者の発表は、組合庁舎前及び圏域内市町村役場

に掲示します。合格発表日については、試験当日に受験者へお知らせします。 

合格者には試験結果を直接通知します。また、消防本部のホームページでも確認

することができます。 

８ 試験結果の開示 

   この試験結果については、会津若松地方広域市町村圏整備組合個人情報保護条例

第１１条の規定により、口頭で請求することができます。 

   なお、電話、はがき等による請求はできません。受験者本人であることを明らか

にする書類（運転免許証、学生証、旅券等）を持参のうえ、受験者本人が直接おい

でください。 

試   験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 

第１次試験 第１次試験不合格者 
総合得点・順位 

合格発表日から 

１か月間 第２次試験 第２次試験不合格者 

※ 開示場所 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 総務課 



 

９ 合格者の採用 

合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定されます。なお、

受験資格を欠くことが明らかになった場合（欠格事項に該当することになった場

合）は、採用されません。また、採用候補者名簿に登載されても、欠員等の関係か

ら採用されないこともあります。 

採用は、原則として令和３年４月１日となります。 

 

１０ 給与及び処遇 

（１）給与 

ア 初任給は当組合の定める給料表により支給されます。 

大学卒：１９３，１００円 短大卒：１６６，７００円 

高校卒：１５３，９００円 

上記給与は、令和２年４月１日現在の初任給です。 

なお、採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

イ このほかに扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当等の

各種手当が支給されます。 

（２）被服として、制服、制帽、靴等が支給されます。 

（３）勤務時間及び休日、休暇 

  ア 勤務時間 

    交替制勤務者は、８時３０分から翌日の８時３０分まで 

    毎日勤務者は、８時３０分から１７時１５分まで 

  イ 休日 

    交替制勤務者は、４週間に８日の休日 

    毎日勤務者は、土曜、日曜、祝日及び年末年始 

  ウ 休暇 

    年２０日の年次有給休暇、病気休暇、及び結婚・忌引・出産等の場合に与えら

れる特別休暇 

 

１１ その他 

（１）申込みの際に提出された書類については、一切お返し致しませんのでご了承くだ

さい。 

（２）第１次試験はマークシート方式によりますので、ＨＢの鉛筆・消しゴムを持参し

てください。 

（３）体力試験がありますので、運動のできる用意をしてきてください。 

   （運動着、屋内用運動靴及び屋外用運動靴等） 

（４）試験会場への自家用車の乗り入れは可能です。 

（５）この試験に関して不明な点は、会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部総務

課に問い合わせてください。 

 
問い合わせ先  会津若松地方広域市町村圏整備組合 

         消防本部 総務課 

 〒965-0131  福島県会津若松市北会津町中荒井字諏訪前１１ 

（総務課直通） ＴＥＬ ０２４２（５９）１４００  


